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所
得
税
・
市
県
民
税
の
障
害
者
控
除
の

認
定
書
の
発
行
に
つ
い
て

《
障
害
者
控
除
と
は
》

　

所
得
税
法
や
地
方
税
法
上
の
所
得
を

申
告
す
る
際
、
本
人
ま
た
は
扶
養
親
族

が
障
害
者
ま
た
は
特
別
障
害
者
に
該
当

す
る
場
合
に
、
一
定
金
額
を
所
得
か
ら

控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
す
。

《
対
象
》

・
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
の
交
付
を
受

け
て
い
る
方

・
65
歳
以
上
の
方
で
、
心
身
の
障
害
の

程
度
が
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
の
交

付
を
受
け
て
い
る
方
に
準
ず
る
状
態

に
あ
る
と
市
か
ら
認
定
さ
れ
た
方

《
市
か
ら
認
定
す
る
場
合
の
基
準
》

　

直
近
の
介
護
保
険
の
認
定
調
査
資
料

な
ど
を
も
と
に
判
定
さ
れ
ま
す
。

１
．
日
常
生
活
動
作
の
状
況
の「
歩
行
・

移
乗
」、「
排
尿
・
排
便
」、「
食
事
」、「
洗

身
」、「
着
脱
衣
」の
う
ち
１
項
目
以
上

「
一
部
介
助
」ま
た
は「
全
介
助
」に
該

当
す
る
場
合

２
．
認
知
症
高
齢
者
の
状
況
で
、
認

知
症
の
状
況
が「
記
憶
障
害
」、「
失
見

当
」
の
う
ち
１
項
目
以
上「
軽
度
」
に

該
当
し
、
か
つ
、
問
題
行
動
の
状
況

（
６
項
目
）が
１
項
目
以
上「
中
度
」に

該
当
す
る
場
合

※
前
記
１
ま
た
は
２
に
該
当
す
る
場
合

に
は
、
障
害
者
控
除
の
対
象
と
な

り
、
該
当
す
る
項
目
や
そ
の
度
合
い

に
よ
っ
て
、「
障
害
者
」ま
た
は「
特
別

障
害
者
」に
認
定
さ
れ
ま
す
。

※
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
て
も
、
必

ず
し
も
障
害
者
控
除
の
対
象
と
な
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

《
申
請
か
ら
認
定
書
な
ど
の
交
付
ま
で

の
流
れ
》

・
市
高
齢
福
祉
課
に「
障
害
者
控
除
対

象
者
認
定
申
請
書
」
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。（
郵
送
も
可
）

・
認
定
の
結
果
は「
障
害
者
控
除
対
象

者
認
定
書
」ま
た
は「
障
害
者
控
除
対

象
者
非
該
当
通
知
書
」
を
郵
送
し
ま

す
。（
即
日
交
付
は
で
き
ま
せ
ん
）

※
申
請
書
は
、
市
高
齢
福
祉
課
窓
口
、

ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※「
す
で
に
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
で

控
除
を
受
け
て
い
る
方
」や「
本
人
ま

た
は
扶
養
者
が
非
課
税
の
方
」
は
、

あ
ら
た
め
て
市
か
ら
認
定
を
受
け
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

年末の交通事故防止県民運動
12月1日（土）～31日（月）

スローガン　「守ります　家族の笑顔と　交通ルール」
重　点　・飲酒運転を根絶しよう

　　　　・薄暮時間帯および夜間の交通事故を防止しよう

　　　　・高齢者の交通事故を防止しよう

　　　　・自転車の交通事故を防止しよう

　　　　・後部座席を含むシートベルトの着用とチャイルドシート

　　　　　の正しい使用を徹底しよう

【
障
害
者
控
除
の
申
請
・
認
定
に
関
す

る
問
い
合
わ
せ
】
市
高
齢
福
祉
課
☎

８
７
３
・
２
１
１
１
内
線
１
７
５

１
～
１
７
５
５

【
税
の
申
告
や
控
除
に
関
す
る
問
い
合

わ
せ
】
市
税
務
課
☎
８
７
３
・
２
１

１
１
内
線
１
０
５
６
～
１
０
５
９




